
1 

 

令和３年度 第３回公契約条例検討委員会議事録（要旨） 

 

 

１ 開催日時 

  令和３年９月２９日（水）１３時３０分から１５時まで 

 

２ 開催場所 

  第一応接室（本庁舎３階） 

 

３ 出席委員 

  高野尾三穂委員、山本綾子委員、木下信幸委員、山口尚徳委員、 

  大池太士委員、伊藤浩一委員、中野嘉勝委員、板倉章委員 

 

４ 欠席委員 

  なし 

 

５ 事務局出席者 

  向井契約管財課長、鳥井課長補佐、赤穂課長補佐 

 

６ 会議要旨 

（委員長あいさつ） 

 前回の会議では、皆様から現状認識を踏まえてのご意見をいただいた。その中で、事業者

側と労働者側、それぞれが抱える課題を整理できたのではないかと思っている。 

 今回は、前回の意見を踏まえて、条例の必要性・方向性について議論を深めていければと

思っている。 

 前回（第２回）の主な意見と論点について、事務局から説明をお願いしたい。 

（事務局） 

 配布資料に基づき、資料 1 から資料７までを一括して説明 

［説明内容は省略］ 

（委員長） 

 今の説明に関して質問等はありますか。 

（各委員） 

 特になし。 

（委員長） 

 それでは、議事（２）の意見交換に進みます。 

 まずは、資料１の６Ｐの論点整理だが、大きく分けて、論点Ａ〜Ｃまでが条例の必要性、

Ｄと E が条例の方向性と実効性という部分に関わってくるのかと思う。 
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 非常に幅広い内容であるため、この議論の進め方については、項目ごとに進めた方が絞り

やすいと思うので、まずは、順番に論点 A の「松本市の契約に関する方針について」とい

うところから、検討いただければと思っている。 

この点について、何かご意見等はありますか。 

（委員） 

今回、このような会ができたこともあり、是非、条例にしていくことが必要だと思ってい

る。やはり、方針と条例とでは、与える影響というか、そのような部分も含めて随分違うも

のを感じている。条例化することによって、公正競争等を守っていけるようにしていけたら

と思っている。 

（委員） 

 私も賛成。やはり条例を制定するのは、十分に意味があると思っている。 

（委員） 

条例を制定するというのは、恐らく、働く方の労働環境を向上させるという意味だと思っ

ている。公契約条例の制定ということは、公共工事の条例ということになると思うが、広く

一般的に、民間工事などで働く方の労働環境は定めなくてもいいのか、枠から外れてしまっ

てもいいのか、という疑問を少し感じている。 

 恐らく、市の方針であれば、松本市の中で行われる一般的な工事も含めてもいいのではな

いかという気がする。 

（事務局） 

 資料８Ｐの「松本市の契約に関する方針」の目的に、「この方針は市の契約に関し基本理

念を定めるとともに契約に関する市の取組みの基本となる事項を定めることにより、契約

制度の公正かつ適切な運用を図りつつ」という記述があるが、あくまで公契約を対象にして

おり、民民の契約までは縛れないということが、現在の市の方針の考え方となっている。こ

れは条例においても同じ考え方になる。 

（委員） 

 そうなると、議論のあるところだと思うが、この「松本市の契約に関する方針」を民の契

約へ広げて、透明性を確保しなさいとか、談合はやめなさいということを、市の契約に限ら

ず、盛り込むというようなことはできるのか。 

（事務局） 

 民間まで縛る、義務を課すということになると、方針ではなく条例化していくということ

になると思うが、例えば、談合については、別の法律があり、当然に禁止されているので、

そういった個々の法令の部分を、松本市が改めて条例で定めるということは、一般的にはな

いと思っている。そのため、法律的な部分では、条例の中で、国の法令と同じような内容を

定めるということは難しいのではないかと思っている。 

（委員長） 

 このような公契約の中で、労働環境の向上などを目指すことによって、結果として、民民

の方へも、間接的に影響を及ぶことがあるのではないかということでは、公契約条例を制定
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するという意味はあるかもしれない。 

（委員） 

それはあるかもしれない。そこに期待している。 

（委員） 

そういう効果があれば、いいことだと思う。 

（事務局） 

例えば、こうした調査票等によりチェックすることで、会社の労務環境の改善に繋がれば、

民間への波及効果があったということになると思われるので、その意味では、ありではない

かと感じている。 

（委員） 

 私達の仕事の関係からすると、入札・契約という関係が対象になってくる。松本市自体は、

いろいろな契約をしていると聞いているが、清掃員などの労務費を含めた契約も対象にな

るということか。 

（事務局） 

 公契約条例で何を対象にするのかというのは、条例の中で具体的に決めていくものにな

る。他の自治体の条例を見ても、建設工事、一定額以上の業務委託、指定管理を対象にして

いるところが多く、そこは自治体の判断になる。日野市のように、賃金型の条例だが、建設

工事のみに適用しているというところもある。理念型の理念については、すべてに適用され

るということになる。 

（委員） 

 この資料を見ると、建設業の労働賃金の記載が多く、清掃員の労務に関する記載がほとん

どないように感じていて、建設業だけをターゲットにして、条例を作るようにしか見えない

ところがあり、少し疑問を感じている。 

（委員） 

 確かに、各自治体の公契約条例を見ると、建設業が中心になっているが、建設業関係に限

らず、少なくても「最低の基準を守る」ということを前提とした公契約であってほしいと思

っている。 

（事務局） 

 先程の委員への発言に対して、説明を少し補足させていただくと、資料８Ｐの長野市の条

例と松本市の方針の比較の中で、松本市の方針の第２条の定義に、「市の契約」又は「契約」

とは、市を当事者の一方とする契約で・・・、というところがあり、これが公契約というこ

とになるため、市内のすべての契約を対象にするものではなく、松本市が一方の当事者であ

る契約について定めた方針であるということになる。 

また、「建設業の他に対象になるのか」という質問に対しては、「それぞれの自治体の定め

方」という説明をしたが、他の自治体の例を見ると、業務委託の関係で対象にしているもの

は、庁舎の清掃、警備員による警備、電話交換、受付案内、庁舎等の設備管理などで、人件

費が中心になるものを対象にしている自治体が多いということである。 
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例えば、世田谷区では、東京都の最低賃金は１，０１３円だが、公契約条例で定めている

額は１，１１３円で、１００円以上の上の賃金を定めている。ただし、適用されるものは、

公契約の中でも、一部の契約だけということはあるが、そういった部分で、賃金上昇を図っ

ている自治体もある。 

（委員） 

 賃金を公契約条例で決めてしまうというのは、どうしても納得がいかない。賃金に関して

は、やはり、会社が決めることであって、公契約で決めることではないとは思っている。た

だ、その他の面で、法律というものが全般的にあって、もちろん、国民は法律を守らなけれ

ばいけない義務があるが、結果的に、法律はあるけど全体的に見れば、守るところもあれば

守らないところもある。 

 松本市という範囲で見れば、松本市内の仕事をやっていただく方達には、それなりにきち

んとした条件の中でやっていただきたいという思いがあり、その思いが一番、公契約条例を

作っていただきたいというところの根底だと思っている。 

 ただし、その条例の中に、賃金条項を入れるということは、どうしても私の中では無理か

なと思っている。 

 前回、私の方からご提案させていただいた、「労働条件審査」というものがあった。この

報告書だけでは、賃金を決めるということまではできないが、賃金をチェックすることはで

きるので、条例を作って、チェックするというところで、賃金をきちんと決めてほしいとい

う気持ちも、「労働条件審査」というものが入れば、少し希望を叶えられるのではないかと

思っている。 

（委員長） 

 まずは、条例を作る必要性があるかどうかというところについて、今日、ある程度の方向

性を決められたらと思っている。 

 方向性については、先程の委員から、「公契約に関わらず、本来であったら民間にも取り

入れるべき話」という意見があり、それであれば、公契約条例を作って、結果として、民間

の方に繋げていくというような方向性で、今回、公契約条例を作るということに対して意見

等はあるか。 

（委員） 

 他市の事例としては、ある一定金額以上の公共工事を対象にしていて、これらの条例で、

工事以外の公契約、あるいは民間の方へも広がっていくことを期待してということで、先程

話をしたが、実際の効果として、そのようになるのかというところを、もう少し議論した方

がいいのではないかと思う。 

 私としては、公共工事に限っての条例になってしまわないかという懸念がある。 

（委員長） 

 この辺りは、内容をどう定めるのかということにも繋がると思うが、建設業だけに限定す

るといったような縛りをかけたものにするのか、それとも、もっと全体的な視点で、松本市

の公契約に関して考えていくというような方向性もあり得ると思うが、どうでしょうか。 
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（委員） 

 確認だが、長野市の条例と松本市の方針が羅列してあるが、方針ならできなくて、条例だ

からできる、というような具体的な内容が分かれば教えてほしい。 

（事務局） 

 具体的には、民間の権利を制限したり、義務を果たしたりする場合は条例でなければでき

ないということ、受注者の責務などは、方針でもできないわけではないが、あくまで協力を

求めるということになる。ただ、契約の条件とする話であるため、新宿区のように、労働環

境報告書の提出は、条例化する前から要綱で運用していた例もあることからすると、条例が

なくても、契約の相手方に求めることは、入札公告の中で、契約の条件とすれば無理ではな

いと思われる。 

（委員） 

 そうすると、長野市は公契約基本条例を作って、結果的には、どういったことができるよ

うになったのか。 

（事務局） 

 長野市の条例の中で、中心になるのは第３条の基本理念のところで、これに基づいて、市

の取組みを今後進めていくということとしている。内容を見ると、公正性、競争性、透明性

から談合の排除まで記述されているが、特別なものはなく、一般的な内容が書かれている。

どこの自治体でも、同じような内容が記載されている。 

 また、長野市の特徴は、第７条の「労働環境の報告」を求めることで、市内の労働環境の

改善に繋がればということで、４月に条例を施行し、労働環境については、半年間の準備期

間を設けて、この１０月から運用していくと聞いている。内容としては、１２、１４Ｐにあ

るようなチェック表を使って、労働環境の改善を図るというもの。対象にしているのは、１

億円以上の建設工事、１千万円以上の業務委託、１億円以上の指定管理者で、長野市全体の

公契約からすれば、極一部にしか求めないというところではある。 

（委員） 

 第７条についても、契約の条件にすればできるということになると思うが、具体的なメリ

ットが少ないのに、長野市や他の自治体はなぜ条例化したのか。 

（事務局） 

 前回の資料になるが、契約管財課で、昨年度に、賃金型の９市と理念型の９市に照会した

ものがある。 

 「公契約条例制定のきっかけはどのようなものか」という、問い合わせた内容だと、議会

での答弁がきっかけとなり検討を進めたという自治体が一番多い。内部的な検討というよ

りは外部的なところ（市長公約や議会答弁）がきっかけという自治体が多くあった。 

 松本市もきっかけは同じ（労働団体との懇談会）だが、条例の必要性の有無というところ

から始める自治体は少ない。大半の自治体は、はじめから、市の方針として賃金型を導入す

るとか、理念型として定めるというところが多い。そういった意味で言うと、松本市は特殊

な方かもしれないが、これは、市長が発言の中で、労使双方の意見を聞く場から始めたいと
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いうことで、そこに基づいているということになる。 

（委員） 

 私は、この公契約条例の話があったとき、どれだけ影響があるのかな、ということを最初

に考えた。私が、一番影響があると思っているのは業務委託である。工事については、設計

が比較的しっかりしていると理解していて、多少の影響はあっても、もの凄く大きな影響を

与えるものではないと思っている。一方の業務委託については、業者間の叩き合いにより、

特に、ここ十数年だが、業務が担保できるのかなというレベルのものもあり、現場の実感と

しては、そう感じている。 

 業務委託の１，０００万円以上ということになると、かなり範囲が絞られるが、例えば、

年間を通じて委託しているものを対象にして考えていくとしたときに、財政側にいる者と

しては、当然、１円でも安くということを考えるが、中には常識の範囲を超えていると感じ

るものも実際には存在する。そういうところが、一番大きくインパクトがあるのかなと実感

してある。 

（委員） 

 私も同様で、工事は、規模がある程度のところで切っているので、それほど大きな影響は

ないのではないかと思っている。一方の業務委託については、今の話のように、どれだけ網

がかけられるのか、そういったところに、効果が現れるというような気がする。 

（委員長） 

 １点、伺いしたいことがあるが、先程から、方針ではできなくて条例ならできるというと

ころで、事実上は、方針でできてしまうという趣旨の話かと思うが、是正の公表については、

例えば、長野市の公契約条例であると、１３条にあるが、この辺りはどうなのか。 

（事務局） 

 基本的には、罰則的なものは条例でないと決められないというところがある。最初の契約

をする際に、共通のものとして、必ず約款というものを付けている。その中に、約束ごとと

して新たに盛り込むということもできなくはないが、一般的には条例の中に盛り込むべき

内容という印象を持っている。 

（委員長） 

 必要性のことを議論するにあたっては、資料６Ｐの法令順守についてはどうなのか、担い

手育成とかはどうなのか、というところも関わってくる話なのかと思う。 

 条例を作るのか作らないのかという、そもそもの問題としてあるが、「どういう条例だか

ら」、「こういう条例だから作る意味がある」、というところもあり、やはり内容にも関係し

てくる話だと思う。「こんな内容ならいらないよ」という話もあると思うので、中身も入っ

て議論していくというのは仕方がないのかなという感じを受けている。 

 概ね、必要があるという意見の方が多いという状況の上で、仮に条例を作るとしたら、ど

のような内容にするのか、どのような考えで進めていくのか、という観点で議論していくと

いうのはどうか。 

（委員） 
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 私としては、今まで、方針を策定し、取組みを進めてきているというところで、まずは、

松本市の方針に関して内容を検討して、不足等があるようであれば、新たな方針として付け

加えるという方法もあると思う。仮に、検討していく中で、方針もいらないということであ

れば、何らかの契約の心得えは必要だと思うので、そういった形で準備いただくという方法

も考えられる。 

 また、検討する中で、財政的なことも含めて、条例化しないとできないこともあると思う。

そういったことも踏まえ、課題等も多いと思うので、順序立てて検討していってはどうか。 

（委員長） 

 この会議の中では、もともと条例を作ることが先に決まっているわけではなくて、条例が

必要かどうかというところから議論していくための会議と理解している。 

 現在、「松本市の契約に関する方針」があるが、その内容についても、この会議の中で議

論するということで良いか。 

（事務局） 

 現在、松本市の契約入札制度に関しては、「松本市の契約に関する方針」に基づいて取組

みを進めているため、今の取組方針でいいのか、あるいは足りていないのか、ということは

議論にあっていいと思っている。考え方としては、現在の取組方針で足りているのではない

かという考え方と、足りないので、条例として制定して、更に取組みを進めていくべきでは

ないかという考え方もあるので、条例化が前提ではないとは思っている。 

（委員） 

 長野市もそうだが、賃金型にしても理念型にしても条例化している自治体が他にもある。

条例化したことによる利点について教えてほしい。 

（事務局） 

 第２回目の資料「公契約条例制定設置状況調査」の中で、「条例の制定により賃金の上昇

は見られたか」という問いに対し、「上がったと思っている」、「把握していない」というと

ころ、あるいは、「一定の上昇は確認できるものの、他の案件等への波及効果は不明」、「賃

金の引上げを行ったかというアンケートを設けたところ、工事では全員、業務委託では過半

数が行っていないとの回答」というところもあり、賃金型９市の中でも、なかなか明確な効

果があったと回答している自治体はなかった。 

（委員） 

 そもそも、公契約条例は、賃金だけの話ではないと思っている。一定のところまで上げる

ことを目的に、条例を設けるというのはありえない話だと思う。「最低の基準を満たすこと

を前提に契約する」ということであって、賃金の上昇に影響を与えるという効果には、まっ

たく期待していない。期待することを趣旨とした条例ではないと、私は捉えている。 

（委員長） 

 松本市の契約に関する方針があって、松本市の現状があって、さらに改善し、いい方向に

持っていくためには、公契約条例を作る必要があるのかっていうところから議論していく

ことが、この委員会の趣旨だと思っている。 
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 その辺りも、前々回からいろいろ、話を出していただいていると思うが、その上で、そう

いう観点から考えいただけたらと思っている。 

（委員） 

 仮に、条例を作って公表すると、すごい影響力があると思うし、「どうする？」というこ

とになると思う。やはり危機感というか、法律を守ることは当たり前のことであって、今ま

では方針という少し緩いもので行っていたところを、きちんとした条例を制定するとなれ

ば、請負工事だけではなく民間にも何らかの影響が及ぶと思っている。 

 今は、きちんとしたものが求められる時代なのかと思うし、条例を作る意味はあると思っ

ている。 

（委員） 

 論点 B の法令遵守については、一定の条件の基で、公正競争が確保されて、入札や契約

がされるという形を作るのが、公契約条例の原点だと思っている。 

特に、労働条件関係の部分で、資料１２Ｐの碧南市のところだが、例えば、３で労使協定、

⑤の３６協定では、労働局の調査によると、全事業全事業所の３６.９％しか協定締結の届

出がされていない。６割以上のところは全く届出がないという実態がある。 

 そういう状況は、実際に存在しており、例えば、就業規則の関係においても、就業規則が

ないところがかなりある。直近数年の中で、働き方改革の関係法令等で、労働時間の上限規

制、有給休暇などの確実な取得、同一労働・同一賃金の問題などの法改正が多く行われ、本

来であれば就業規則は、その都度、改定・改正がされて、届出をしなくてはいけないという

ように法律で決められている。 

まさに、資料１２Ｐに書かれていることは当たり前のことであって、これができていて初

めて守られ、公契約の契約を結ぶとことができる。それができていれば、公正競争が確保さ

れていると思うし、公契約というのは、その上で結ぶべきものだと思う。 

 そのためのものを作っていきたいというように思っている。現在の松本市の方針は、とて

も良いことが書かれているが、こういったものをきちんと担保できるような作りになって

いないので、担保できるような形にしていきたい。このようなことから、是非、条例を取り

入れていきたいと思っている。 

 私、個人的には、最低賃金でいいと思っている。実は、最低賃金でさえ守られていないの

が現実で、労災隠し、未払い賃金は当たり前にある。このような労働条件が当たり前にある

中で、だからこそ、そういうことがないように、当たり前のことを当たり前に、最低限のこ

とを担保された上で、公契約は結んでいく必要があると思う。 

 そのためには、今の方針では、少し心もとないので、きちんと担保できるような条例を作

っていきたいというのが私の意見である。 

（委員） 

 まずは、条例の必要性という観点で、皆さんの意見は、まとまったという感じがするが、

どうか。 

（委員長） 
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 恐らく、労働者側の皆さんは、「条例の必要性はある」という意見と、事業者側の皆さん

は、「条例までは」ということだが、市側の意見を伺いたい。 

（委員） 

 私は、行政側として、そういった情報を提供しないといけないと思っているので、どちら

とも言えない。 

（委員） 

 作るか作らないかは最終決定だと思う。これまで、いろいろな課題も出てきていて、論点

も明確になっているので、それについては、次回以降の検討委員会で、意見をいただくとい

うことでいいのではないでしょうか 

（委員長） 

 最終的には、松本市の契約に関する方針の内容を、第６回で議論するという結論もないわ

けではないということも考えられる。 

（事務局） 

 現在の市の方針のポイントは、基本理念になる。理念型条例の中で、長野市ほど多くの項

目を基本理念として盛り込んでいる自治体はほとんど見ない。一方の松本市の方針は、２７

年に制定し、若干の表現の違いはあるが、長野市とほぼ同じような内容を盛り込んでいるの

で、これをベースに、市の責務や受注者の責務などの足りない部分を盛り込んでいくという

のは、ありなのかと思う。 

（委員長） 

条例ではなくて、今の方針を変えるということについて、意見はあるか。 

（事務局） 

 理念に盛り込んでいる中で、労働者の賃金の水準の設定、その他の労働環境の整備という

ところは、長野県もそうだが、なかなか手付かずのところがあり難しい課題ではある。 

 新宿区は、条例化をする前からほぼ同じ内容で、要綱で運用していたということを考えれ

ば、松本市は、今ある方針の中で、労働環境に関する取組みも考えていくということは、可

能だと思う。ただ、責務については、難しいところがあるというように感じている。 

（委員長） 

 それも選択肢の一つだと思う。具体的にどういう形で、松本市の方針又は条例を考えてい

く必要があるのかというところから、もう少し議論していく必要があると思う。 

 今、条件を作ろうというところで決めてしまうのではなく、今必要なことは何か、それを、

達成するためには、今の状態ではどの方法が良いのかという観点から議論を進めていくと

いうことでいかがか。 

（委員） 

 極論ではあるが、私も条例でなくても良いという考え方は、「無きにしも非ず」というと

ころだが、労働条件審査をきちんと入れてということであれば、方針であってもそれなりの

効果は得られると思う。 

（委員長） 
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 今、この会が設けられて、これまで松本市の契約関係について議論して、それが、何かし

らの形で出るということだけでも、社会的な話としてはいい話だと思うので、どういう形で、

どういうことを織り込んでいくことが良いのかという観点から、今後、話を進めていくとい

うことでどうか。 

（各委員） 

意義なし。 

（委員長） 

 それでは、これまでの配布資料等を参考に、現状の松本市で、どういったことが考えられ

るのか、何が適切なのかというようなことを、再度、検討いただいて、次回にお持ちいただ

くということでお願いしたい。 

 それでは、本日の検討委員会はこれで終了とする。 

（事務局） 

  以上で、第３回松本市公契約条例検討委員会を閉会する。 

 


